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ハラスメント相談窓口が「あるの

に機能していない」という矛盾 

 

●制度が信頼されていない現実 

厚生労働省の実態調査によれば、パワ

ハラ相談窓口を「設置している」という

企業は全体の 7 割以上に達しているこ

とをご存知でしょうか？ 一方で、実際

にパワハラを経験した労働者のうち、約

35％以上が「相談窓口に相談していな

い」という実態が明らかになっています。

さらに驚くべきことに、相談があったと

しても、企業が「何もしなかった」と判

断されるケースがパワハラで 53.2%に

も上っているのです。窓口があるのに使

われていない、あるいは使っても実効性

がないと判断されている――これは単

なる運用の問題ではなく、本質的な課題

だと考えられます。 

窓口を設置することは、法律上のコン

プライアンス要件を満たします。しかし

重要な問題は、「窓口が存在すること」

と「実際に紛争を解決すること」は全く

別の次元にあるという点です。 

 

 

 

 

 

●「見えないプロセスへの信頼」が解決

を左右する 

被害者が相談窓口を利用するかどう

かを決める際、最も重視するのは「相談

しやすさ」ではなく、「相談した後に本

当に解決するのか」「訴えが真摯に受け

止められるのか」という見えないプロセ

スへの信頼だと考えられます。このプロ

セスが不透明だと、被害者は窓口があっ

ても利用を躊躇します。結果として問題

は潜在化し、職場環境は悪化し、やがて

労働紛争や訴訟へと発展するリスクが

高まります。 

相談窓口を単なる「あるべき制度」と

して形式的に運用するのではなく、実際

に被害者の声を受け止め、問題を解決し、

職場を改善するための実質的なツール

として機能させることが求められてい

るようです。 

 

実効性のある相談窓口の設置やハラ

スメント防止体制の構築、プロセス設計

について、一度考えてみませんか。 
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